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監査の結果について 

 

 

 地方自治法第 199 条第４項の規定に基づく監査を実施し、同条第９項の規定により、

その結果に関する報告を決定したので次のとおり公表する。 

 

 

平成 29年 11月 24日 

 

 

 

大磯町監査委員 髙野澤 均       

大磯町監査委員 奥津 勝子      

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



監査結果報告書 

 

１．監査の種類 

   定期監査 

 

２．監査年月日 

  平成 29年 11月 10日（金） 

 

 ３．監査対象の課等 

町民福祉部スポーツ健康課 

  

 ４．監査の期間、範囲、事務 

   監査対象期間：平成 29年度（平成 29年 4月１日から平成 29年８月 31日） 

   監査実施期間：平成 29年９月 22日～11月 10日 

   監査範囲：平成 29年度に係る財務に関する事務の執行及び事務事業の執行 

   事務方法：平成 29年度大磯町監査基本計画に基づき実施し、監査対象課から事前

に監査資料の提出を求め、書類を監査するとともに、事前調査と関係

職員から事情聴取を実施した。 

 

５．所掌事務の概要 

町民の健康づくり事業、予防接種、スポーツ大会の開催及びスポーツの振興普及・ 

指導に関する事務等を行っている。 

   

 ６．監査結果 

平成 29年度に係る財務に関する事務の執行及び事務事業の執行について、監査し 

た結果、おおむね適正に処理されているものと認められた。 

（意見・要望） 

   平成 29 年から平成 33 年までの「けんこうプラン大磯」の着実な推進を図り、今

後も特定健診との連携や検診における早期発見、早期治療への誘導、また、健康増

進活動における健康な生活、体、精神づくりを進め、子どもから高齢者まで健康で

いきいきと暮らせるまちを目指して進めていただきたい。 

 


